
日時 令和８年３月２４日（火）１０：００～

場所 白石市防災センター２階　大会議室

１ 白石市と一般社団法人宮城県消防設備協会との「住宅用火災警報器

寄附受納式」

２ しろいし生活応援ポイントの実施について

３ 「学校（園）と家庭・地域との良好な関係づくりのために」
（方針）について

４

５ 白石市職員の時差出勤勤務試行について

【記者会見の動画配信について】

記者会見の模様を記者会見終了後に動画配信させていただきます。
記者の皆さまもご理解願います。
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文部科学大臣指定「教育課程柔軟化サキドリ研究校」について
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住宅用火災警報器寄附受納式 

 

担当：総務部危機管理課 

 

○ 寄附受納の経緯 

 令和７年８月、仙南地域広域行政事務組合消防本部を通じて一般社団法人宮城県消防設備協会様から、

住宅用火災警報器の寄附のご提案をいただきました。同協会の基本理念に基づき、「火災等から県民の生

命と財産を守り、公共の福祉の増進に寄与する」ことを目的に、消防行政機関及び関係団体と連携を保

ち、火災等からの被害軽減に資する事業を行うということで、煙感知式の住宅用火災警報器６００個をご

寄附いただくことになりました。 

同協会では、平成２８年度より県内市町村等に高齢者世帯等への住宅用火災警報器の設置を支援する

事業を行っており、今回の寄附物品については、避難時に支援が必要となる避難行動要支援者の方々を対

象に配布させていただき、いち早い避難につながるよう有効に活用して参ります。 

 

○ 寄附受納式 

寄 贈 者  一般社団法人宮城県消防設備協会 様 

 

 寄贈内容  煙感知式住宅用火災警報器６００個 

 

受 納 者  白石市長 山田 裕一 

 

 

 



 

白石市と一般社団法人宮城県消防設備協会との 

「住宅用火災警報器寄附受納式」 

 
  
                               日 時：令和８年３月２４日（火曜日） 

                       １０時００分～ 

                               会 場：防災センター２階 会議室 

 

次   第 

１ 開 会 

２ 出席者紹介 

～寄附受納経緯の説明～ 

３ 寄附物品贈呈 

４ 感謝状贈呈 

５ 記念撮影 

６ 挨 拶 

    白 石 市 長 山 田 裕 一 

 

      一般社団法人宮城県消防設備協会 会長 
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しろいし生活応援ポイントの実施について 

 

担当：総務部企画政策課 

 

 本市では、物価高騰の影響を受ける市民生活を支援するため、国の「物価高騰対応重

点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和８年１月２８日からデジタル身分証アプリ

「ポケットサイン」及びみやぎ防災アプリに登録した市民に対して、１人当たり３千円

分の「しろいし生活応援ポイント」の発行を開始しました。 

事業実施にあたって、当初、市民の約４割にあたる１万２千人分のポイント発行を見

込んでおりましたが、令和８年２月２１日に応募者が１万２千人に達しました。 

 引き続き、本事業を通して、物価高騰の影響を受ける市民生活を支援するとともに、

防災をはじめ様々な場面で役立つ機能を備える「ポケットサイン」の普及拡大を図るた

め、令和８年６月末日までに応募いただいた市民全員（既に受け取った市民を除く）に

1 人当たり３千円分の「しろいし生活応援ポイント」を追加で発行するものです。 

  

           
●対象者：白石市内に居住し、デジタル身分証アプリ「ポケットサイン」及び同アプ 

リ内の「みやぎ防災」アプリに登録した方 
     ※ポケットサインの登録には下記の３つが必要です。 

①マイナンバーカード 
②マイナンバーカードの暗証番号 
③NFC に対応したスマートフォン 

●発行ポイント：１人３，０００ポイント 
 ※しろいし生活応援ポイントとは別に、宮城県においても登録者へ３，０００ポイ 

ントを発行するキャンペーンを募集期限を延長し、実施しています。 
●発行人数（追加）：応募者全員（既にしろいし生活応援ポイントを受け取った市民

を除く） 
●応募期間：令和８年４月１日（水）～６月３０日（火） 
●ポイント有効期間：令和８年１２月３１日（木） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和８年３月 定例記者会見資料 

 

「学校（園）と家庭・地域との良好な関係づくりのために」（方針）について 
 

担当：教育部学校管理課 

 

小中学校や幼稚園・保育園において、保護者や地域の方からいただくご意見、ご要望は、

教育・保育の改善のために大変貴重なものです。しかし、近年、一部の保護者や地域の方

から「理不尽で過剰な要求等」が寄せられ、小中学校や幼稚園・保育園の職員が業務を遂

行する時間を奪われたり、精神的苦痛を受けたりすることがあり、小中学校や幼稚園・保

育園の運営に支障をきたし、本来行うべき業務が行えない事態となることがあります。 

本市では、このような事態を防ぎ、小中学校や幼稚園・保育園の職員を過度な負担から

守るため、この度「学校（園）と家庭・地域との良好な関係づくりのために」（方針）を

策定しました。今後、小中学校や幼稚園・保育園に「理不尽で過剰な要求等」が寄せられ

た場合には、この方針のもと、それらの行為に対し毅然かつ組織的に対応し、職員の業務

時間や心理的安全を確保し、より質の高い教育・保育の提供を目指します。 

 

１ 「学校（園）と家庭・地域との良好な関係づくりのために」（方針）の概要 

(1) 基本的な考え方 

   「理不尽で過剰な要求等」により、小中学校や幼稚園・保育園の職員が過度な負

担を受け、業務運営に支障をきたすことがなく、職員が業務に注力できることによ

り、より良い教育・保育の提供を目指します。 

(2) 「理不尽で過剰な要求等」とは 

保護者や地域の方からのご意見やご要望のうち、内容や手段、態様が社会通念上

不相当なものであって、職員の就業環境が害されるものです。主な行為として、①

長時間、職員を拘束することや電話対応をさせる②侮辱や罵声、暴言を浴びせる、

責める③ものをたたく、壊す、職員を殴る、蹴る④実現困難なことを要求する⑤「Ｓ

ＮＳにさらす」などの発言で脅す⑥学校外や園外でのつきまとい⑦校（園）地から

の退去を求めても退去しない等が挙げられます。これらは「理不尽で過剰な要求等」

の一部であり、「理不尽で過剰な要求等」はこれらに限定されません。 

(3) 主な対応 

ご意見やご要望への対応時間は、概ね 30 分以内といたします。ただし、その内容

によって、対応時間は変更いたします。「理不尽で過剰な要求等」と判断した場合

には、当該行為に警告し、状況が改善しない場合、対応を終了させていただきます。

また必要に応じて、録音や録画をいたします。状況によって、校（園）地（校舎・

園舎含む）への退去を通告し、退去していただきます。退去に応じない場合や悪質

な言動等には、警察、弁護士に相談するなど厳正に対処します。 

 

２ その他 

   方針に合わせ、対応マニュアルを制定し、小中学校や幼稚園・保育園の職員へ周知、

共有します。 
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文部科学大臣指定「教育課程柔軟化サキドリ研究校」について 

 

担当：教育部学校管理課 

 

現在、国の中央教育審議会では、学校教育の根幹である次期学習指導要領の改訂が進め

られております。この度、文部科学省から研究指定を受け、令和８年度から、市内の３校

で次期学習指導要領のサキドリを行う予定です。県内（仙台市を除く）で指定を受けたの

は４校で、そのうち３校は本市の学校が選ばれました。 

本研究では、多様な個性や特性などを有する子どもたちを包摂し、一人一人の可能性を

輝かせる教育課程の編成を促進するため、各学校の判断で、各教科の授業時数を調整して

カリキュラムを組むことを可能とし、生み出した時間を他教科などに充当し取り組むこと

が可能となっています。本市の３校では、生み出した時間をそれぞれの学校の課題の解決

に向け、例えば子どもが自分で計画を立てて学習に取り組む時間や、教科の指導力向上の

ために教員研修を行う時間などに充てる予定です。 

本研究を通じて、一人一人の子どもが夢や志を育み、自分の良さや可能性を輝かせるこ

とができるよう、本市の教育の更なる充実を図ってまいります。 

 

○ 指定校 白石市立白石第一小学校    白石市立白石第二小学校 

       白石市立白石中学校 

 

○ 指定期間 令和８年４月１日から令和 10 年３月 31 日まで（２年間） 
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白石市職員の時差出勤勤務試行について 

 

担当：総務部総務課 

 

今般、職員有志から白石市職員提案制度に関する規程に基づく職員提案があり、就

労環境や社会情勢の変化により、若年層及び中堅職員の離職増加、職員採用における

受験者数の減少などの傾向が顕著となっていることを鑑み、職員の仕事と生活の調

和、自己研鑽や地域活動の時間の確保、職場環境や離職防止の改善などに向けた取組

が採択されました。 

つきましては、採択された取組の１つである「時差出勤勤務」の本格導入に向けた

課題の検証などを実施するため、要綱及びマニュアルを作成し、下記のとおり「時差

出勤勤務」を試行しておりますので、お知らせいたします。 

市では、多様で柔軟な働き方の推進、仕事と生活の調和、自己研鑽や地域活動の時

間の確保を図るとともに、業務効率を高め、より質の高い行政サービスを提供するた

めの取組に努めていきます。 

 

記 

 

１ スケジュール 

 試行期間は令和８年３月１日から９月３０日までとします。 

 令和８年８月頃に職員アンケートを実施し、９月頃に必要な修正等の検討を行

い、１０月１日から本格導入を目指します。 

 

２ 概要 

 対象職員は、通常の勤務時間（１日あたり７時間４５分）が割り振られている

職員です。（会計年度任用職員、短時間勤務職員、シフト制で勤務している職員

等は対象外とします）。 

勤務パターンは、通常勤務（8:30～17:15）と別に３区分を設定します。 

・Ａ勤務 8:00～16:45 

・Ｂ勤務 9:00～17:45 

・Ｃ勤務 9:30～18:15 

 公務に支障がないことを前提に、所属長の判断で実施します。 

原則１週間単位で実施します。（複数週間を連続で取得も可能）。 

従前の時差出勤勤務の運用（夜間の会議等の場合は１日単位で実施）も継続し

ます。 

 家庭の事情等がある職員を優先するよう配慮します。 

 時差出勤勤務試行による窓口の開庁時間の変更はありません。 

  


